
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 障害となる土地の形質の変更等の許可（国土交通大臣が

施行する土地区画整理事業に係る事務及び規則で定める

区域に係るものを除く。）（個人施行者（市町村を除く。）

及び土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業（１

の市町村の区域に属するものに限る。）に関する事務に限

る。） 

根 拠 法 令 及 び 条 項 土地区画整理法第７６条第１項 

所 管 部 課 係 名 まちづくり未来部都市計画課都市計画係 

審

査

基

準 

関 係 条 項 
 

 

基 準 

 

（ 未 設 定 の 場 

 

合はその理由） 

法第７６条第１項の規定による。 

 

（建築行為等の制限） 

第７６条 次に掲げる公告があつた日後、第１０３条第４

項の公告がある日までは、施行地区内において、土地

区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の

形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改

築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易

でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者

は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつ

ては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画

整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなけれ

ばならない。 

⑴ 個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつて

は、その施行についての認可の公告又は施行地区の

変更を含む事業計画の変更（以下この項において「事

業計画の変更」という。）についての認可の公告 

⑵ 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第

２１条第３項の公告又は事業計画の変更についての

認可の公告 

⑶ 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつ

ては、その施行についての認可の公告又は事業計画

の変更についての認可の公告 

⑷ 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第３条第４

項又は第５項の規定により施行する土地区画整理事

業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画

の変更の公告 

⑸ 機構等が第３条の２又は第３条の３の規定により

施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及

び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可

の公告 



参 考 事 項 
 

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

１０日 

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 

 


